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尼崎市立園田東会館等を拠点とする地域住民交流促進業務企画提案競技募集要項 

１ 業務の趣旨 

尼崎市立園田東会館等を拠点として、地域住民をはじめとする市民相互の交流の促進を図る

ための業務を行うことにより、互いに理解し人権を尊重し合うことのできるコミュニティの醸

成を目的とする。 

２ 業務内容 

(1)  業務名

尼崎市立園田東会館等を拠点とする地域住民交流促進業務 

(2)  業務仕様 

「尼崎市立園田東会館等を拠点とする地域住民交流促進業務委託仕様書」（以下「仕様書」

という。）のとおり。 

(3)  委託期間 

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで 

(4)  選定方法 

公募型プロポーザル方式により選定する。 

(5)  委託上限額 

８，１１５，０００円（消費税及び地方消費税を含む。）を上限額とする。 

(6)  支払条件 

① 委託料の額は、受託者が提出した事業計画書を基本として市と受託者で協議し、予算

の範囲内において契約書で定める。 

②  支払時期及び方法については、契約書で定めるものとする。 

３ 応募資格 

団体とし、法人格の有無は問わない。 

なお、次の事項に該当する場合は応募することができない。 

(1) 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 4 の規定に該当する者（一般

競争入札の参加者の資格を有しない法人等） 

(2) 尼崎市から指名停止措置を受けている法人等 

(3) 暴力団（尼崎市暴力団排除条例第２条第２号に規定する暴力団をいう。）または暴力団 

密接関係者（同条第４号に規定する暴力団密接関係者をいう。） 

(4) 会社更生法（昭和２７年法律第１７２号）及び民事再生法（平成 11 年法律第 225 号） 

に基づく更生または再生手続を行っている法人等 

(5) 国税、地方税を完納していない者（法人またはその代表者及び団体の代表者に適用） 

(6) 政治活動及び宗教活動を目的として設置された団体 

４ スケジュール 

(1) 募集方法 市報１２月号に掲載し募集する。 

(2) 募集要項の配布 令和元年１２月２日（月）～令和元年１２月１１日（水）
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(3) 質問票の受付 令和元年１２月３日（火）～令和元年１２月１９日（木）

(4) 説明会の開催 令和元年１２月１８日（水）午後３時から

                     尼崎市役所中館 ８階 中８－４会議室で開催 

(5) 企画提案書の受付 令和２年１月１４日（火）～令和２年１月２４日（金）

(6) 面接審査 令和２年２月上旬予定

(7) 選定結果の通知 令和２年２月下旬予定

(8) 契約締結に係る協議 選定結果（採択）通知後に実施 

(9) 業務委託契約の締結 令和２年４月１日付けで契約を締結する。

５ 企画提案競技参加の手続き 

(1) 説明会の参加 

企画提案競技に参加しようとする者は、説明会に参加しなければならない。 

   ① 開催日時 

令和元年１２月１８日（水）午後３時から

②  場所 

尼崎市役所中館 ８階 中８－４会議室 

(2) 企画提案競技に参加しようとする者は、必要書類を次のとおり提出するものとする。 

①  提出時期 

令和２年１月１４日（火）～令和２年１月２４日（金） 

受付時間 午前９時～午後５時３０分 （ただし土・日曜日を除く） 

② 提出書類 

ア  企画提案書（様式１） 

イ  尼崎市立園田東会館等を拠点とする地域住民交流促進業務事業計画書（様式２） 

ウ  登記簿謄本（法人格のない団体の場合は、会則等） 

③ 提出部数 

６部（正本１部、副本５部）なお、登記簿謄本の副本については、コピーで差し支え 

ない。） 

④ 提出方法 

持参とする。 

郵送（メール便を含む）・ＦＡＸ・電子メールによる送付は受け付けないので注意する 

こと 

⑤ 提出先 

尼崎市 総合政策局 ダイバーシティ推進課 

〒660-8501 尼崎市東七松町１丁目２３－１ 尼崎市役所中館７階 

℡ ０６－６４８９－６６５８ 

⑥ その他 

ア  採否に関わらず、提出された書類は返却しない。 

イ  企画提案競技に関して応募に要する経費は、応募者の負担とする。 
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６ 質問等の受付 

本要項及び仕様書の内容に関して質問等がある場合は、郵送・メールもしくは直接持参に 

より、質問票（様式３）を提出すること。 

なお、質問票以外の様式での質問や、電話での質問は受け付けない。 

(1) 提出期限 

令和元年１２月３日（火）～令和元年１２月１９日（木） 

(2) 提出先 

尼崎市 総合政策局 ダイバーシティ推進課 

〒660-8501 尼崎市東七松町１丁目２３番１号 尼崎市役所中館７階 

メールアドレス ： ama-jinken@city.amagasaki.hyogo.jp 

(3) 回答方法 

質問者の個人情報を除いた上で、質問内容と回答を、説明会参加者に対して電子メール 

で回答する。 

７ 契約候補者の選定 

公募型企画提案（プロポーザル方式）とし、「尼崎市立園田東会館等を拠点とする地域住民 

交流促進業務選定委員会（以下「選定委員会」という。）」の選定結果により決定する。 

(1) 選定方法 

応募者によるプレゼンテーションを実施し、選定委員会において選定する。 

① 実施予定日 令和２年２月上旬予定 

なお、個別の集合時間及び説明開始時刻については、対象者に郵便で通知する。 

②   場所 

尼崎市役所本庁舎で予定 

③  説明方法 

企画提案応募者ごとに説明する。（説明時間１５分、質疑１５分） 

④  結果通知 

選定結果については、後日、文書にて通知する。 

(2)  選定基準 

企画内容及び業務体制・能力等について、総合的な観点から選定を行う。 

なお、市内事業者、準市内事業者からの提案に対しては、地域経済活性化の観点から一 

定の加点を行う。また、市外事業者も含め、事業実施にあたって市内在住者を雇用するな 

ど地域経済の活性化が図られる配慮を行う提案があった場合には一定の加点を行うこと 

とする。 

(3)  契約候補者の選定と契約 

①  審査の結果、評価点の合計が最も高い応募者を契約候補者として選定する。ただし、 

最高得点の候補者が複数あった場合には、選定委員会において協議を行い、選定する。 

②  応募者が１者の場合であっても、選定委員会を行うものとし、審査の結果、企画提案 

の内容が仕様を満たしていると認められた場合には、その応募者を契約候補者として選 

定する。

3



③  選定後、契約候補者は尼崎市と委託業務における、業務内容、履行方法、支払方法な 

どについて調整・協議する。 

④  契約候補者が契約の締結を辞退した場合、また契約締結時までに応募要件を欠いてい 

ることが判明した場合には、次点の応募者を契約候補者とする。 

⑤  本件については、令和２年度予算の執行に係る企画提案競技であるため、契約候補 

者の決定後、尼崎市議会において同年度予算案が可決されることを条件として、同年４ 

月１日に契約を締結する。ただし、予算案が可決されなかった場合は契約を締結しない 

こととする。 

８ その他 

提出された応募資料一式及び本業務委託について、情報公開請求があった場合には、尼崎 

市情報公開条例第７条第１号から第６号に該当する場合を除き、原則公開する。 

以 上 
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